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　高齢者を虐待から守るには、早期の発見・
対応が重要です。地域の皆さんの「気づき」
で虐待の深刻化を防ぎましょう。
　守秘義務により、相談した人の個人情報が
周囲に漏れることはありません。
問合先
　高齢福祉課　☎０６(６９０２)６１７６

11月30日㈪納付期限 固定資産税第４期、国民健康保険料第６期、後期高齢者医療保険料第５期

市役所の日曜相談窓口（11月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー
11月８日㈰
午前９時～
正午

業�務内容　マイナンバーカードの交付・再
交付、電子証明書の発行・更新、暗証番
号の再設定・ロック解除、マイナンバー
に関する相談
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

11月29日㈰
午前10時～
午後３時

持ち物　年金手帳、印鑑など
※�離職した人、代理人の申請時は別途必要
書類あり
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)６００５

市税・国民健
康保険料・後
期高齢者医療
保険料納付　

※�納付相談は、南部市民センターでも受付
可。ただし、納付書・保険証の発行は不
可のため後日郵送
※証明書の発行などは不可
相談・問合先　債権管理課
　税担当　☎０６(６９０２)５９３５
　保険担当　☎０６(６９０２)５９３９

南部市民センター内サービスコーナーをご利用ください

取扱
内容

◦�平日…住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証
明書、戸籍謄本・抄本、戸籍附票の写し、印鑑の登録と廃
止、年金現況届の証明、住居表示証明書、身分に関する証
明、不在住証明書、課税（所得）証明書
◦�土・日曜日、祝日…住民票の写し、住民票記載事項証明書
、印鑑登録証明書、年金現況届の証明、住居表示証明書　
※月曜日が祝日の場合は休館

問合先 南部市民センター　☎０７２(８８５)１１４１

源
泉
所
得
税
の

年
末
調
整
説
明
会

　

源
泉
徴
収
義
務
者
が
対
象
で
す
。

と
き　

11
月
24
日
㈫

　

午
後
２
時
～
４
時

と
こ
ろ　

守
口
文
化
セ
ン
タ
ー

申
込
方
法

　

前
日
ま
で
に
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル

申
込
・
問
合
先　

門
真
納
税
協
会

　

☎
０
６（
６
９
０
８
）０
６
３
１

　

�kadoma@nk-net.co.jp

門
真
税
務
署
へ
の
問
い
合
わ
せ
は

お
電
話
で

　

年
末
調
整
に
関
す
る
質
問
は
、
お

電
話
で
お
願
い
し
ま
す
。

◦
一
般
的
な
質
問
…
税
務
署
へ
電
話

し
、
ダ
イ
ヤ
ル
「
１
」
を
選
択

◦
来
署
に
よ
る
相
談
を
希
望
…
税
務

署
へ
電
話
し
、
ダ
イ
ヤ
ル
「
２
」

を
選
択
し
、
相
談
日
時
を
予
約

新
し
い
国
民
健
康
保
険
証

　

11
月
１
日
㈰
か
ら
有
効
の
新
し
い

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
桃
色
）

は
10
月
中
旬
に
送
付
し
ま
し
た
。

　

郵
便
局
の
保
管
期
間
内
に
受
け
取

れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
11
月
２
日
㈪

午
後
３
時
以
降
な
ら
健
康
保
険
課
で

も
受
け
取
れ
ま
す
。
ま
た
、
再
送
を

希
望
す
る
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
簡
易
書
留
郵
便
の
た
め
、
転
送
届

を
提
出
し
て
い
て
も
転
送
不
可

窓
口
で
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な
物

　

顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類

※
同
世
帯
の
代
理
人
が
受
け
取
る
場

合
は
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が

必
要

医
療
費
の
お
知
ら
せ

　

市
で
は
、
年
間
６
回
に
わ
た
り
国

民
健
康
保
険
加
入
の
世
帯
主
宛
て
に

医
療
費
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
こ
の
お
知
ら
せ
は
医
療
費
控

除
の
申
告
で
使
用
で
き
ま
す
が
、
次

の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◦
医
療
費
の
額
は
四
捨
五
入
を
し
て

記
載

◦
保
険
適
用
分
の
み
記
載

◦
保
険
適
用
外
の
費
用
は
医
療
費
控

除
の
明
細
書
ま
た
は
領
収
書
が
必

要
◦
受
診
か
ら
２
～
３
カ
月
後
に
送
付

す
る
た
め
、
確
定
申
告
時
期
に
間

に
合
わ
な
い
場
合
あ
り
。
そ
の
分

の
医
療
費
は
「
医
療
費
控
除
の
明

細
書
」
へ
の
記
入
が
必
要

問
合
先

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

国
民
年
金
保
険
料
は

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

　

２
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
に
納

付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
は
、
過
去

の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料
を

含
め
て
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

控
除
を
受
け
る
に
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書

ま
た
は
領
収
書
を
年
末
調
整
や
確
定

申
告
の
際
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
納
付
分

も
控
除
額
に
加
算
可

※
市
役
所
で
は
控
除
証
明
書
の
発
行

不
可

控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

◦
２
年
１
月
１
日
～
９
月
30
日
に
納

付
し
た
人
…
11
月
上
旬

※
９
月
下
旬
に
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
し

た
場
合
は
11
月
中
旬

◦
10
月
１
日
～
12
月
31
日
に
今
年
初

め
て
納
付
し
た
人
…
３
年
２
月
上

旬
問
い
合
わ
せ
専
用
電
話

　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

①
☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

②
☎
０
３（
６
６
３
０
）２
５
２
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
か
け

る
場
合
は
②
へ

受
付
時
間

◦
月
～
金
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～

午
後
７
時

◦
第
２
土
曜
日
…
午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

国
民
年
金
基
金
に

加
入
し
ま
せ
ん
か

　

国
民
年
金
基
金
は
年
金
受
給
額
を

増
や
し
、
老
後
を
よ
り
豊
か
に
す
る

た
め
の
公
的
な
年
金
制
度
で
す
。

　

掛
け
金
、
受
給
額
は
給
付
の
型
、

口
数
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

対
象　

20
歳
～
59
歳
の
国
民
年
金
第

１
号
被
保
険
者
、
60
歳
～
64
歳
の

人
ま
た
は
海
外
居
住
者
で
国
民
年

金
に
任
意
加
入
し
て
い
る
人

※
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
免
除

さ
れ
て
い
る
人
は
加
入
不
可

※
掛
け
金
は
確
定
申
告
の
控
除
対
象

※
付
加
年
金
と
国
民
年
金
基
金
の
同

時
加
入
は
不
可

問
合
先

　

全
国
国
民
年
金
基
金
大
阪
支
部

　

☎
０
１
２
０（
６
５
）４
１
９
２

介
護
予
防
教
室

と
き
・
内
容

◦
11
月
28
日
㈯
…
終
活
、
今
で
き
る

事
◦
12
月
26
日
㈯
…
音
楽
で
認
知
症
予

防
◦
３
年
１
月
23
日
㈯
…
歯
の
健
康
を

守
っ
て
介
護
予
防

※
時
間
は
午
前
10
時
～
11
時

と
こ
ろ　

中
塚
荘

費
用　

無
料

申
込
方
法

　

開
催
月
の
１
日
か
ら
電
話

※
日
曜
日
の
場
合
は
翌
日
に
電
話

申
込
・
問
合
先　

門
真
第
１
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
７
８
０
）０
８
０
８

い
き
い
き
健
や
か
教
室

元
気
な
お
口
を

保
ち
ま
し
ょ
う

　

お
口
の
元
気
を
保
つ
た
め
、
ケ
ア

の
方
法
や
お
口
の
体
操
な
ど
を
教
え

ま
す
。

と
き　

11
月
30
日
㈪

　

午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分

と
こ
ろ

　

高
齢
者
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

講
師　

打
田
淳
子
（
歯
科
衛
生
士
）

費
用　

無
料

申
込
方
法　

電
話

申
込
・
問
合
先　

高
齢
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
７
６

府
盲
ろ
う
者
通
訳
・
介
助
者

養
成
研
修

受
講
生
を
募
集

と
き　

12
月
９
日
㈬
～
３
年
３
月
10

日
㈬
で
20
日
間
を
予
定

※
16
日
間
の
受
講
が
必
要

と
こ
ろ　

福
祉
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（
大
阪
市
東
成

区
中
道
１
丁
目
３
︲
59
）

費
用　

無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
は
自
己
負
担

申
込
方
法　

11
月
25
日
㈬
ま
で
に
申

込
書
を
郵
送
（
必
着
）
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

ま
た
は
メ
ー
ル

問
合
先

　

大
阪
障
害
者
自
立
支
援
協
会

　

☎
０
６（
６
７
４
８
）０
５
８
７

　

FAX
０
６（
６
７
４
８
）０
５
８
９

　

�haken@daisyokyo.or.jp

大
阪
府
高
齢
者
大
学
校

受
講
生
を
募
集

開
講
期
間

　

３
年
４
月
～
４
年
３
月

申
込
方
法　

３
年
１
月
20
日
㈬
午
後

３
時
ま
で
に
申
込
書
を
郵
送
、
持

参
ま
た
は
高
齢
者
大
学
校
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
み

申
込
・
問
合
先　

高
齢
者
大
学
校

　

☎
０
６（
６
３
６
０
）４
４
０
０

◆校区ごとの相談・問合先
校区 相談先

門真みらい 門真第１地域包括支援センター
☎０６(６７８０)０８０８

門真・速見 門真第２地域包括支援センター
☎０６(６９０６)７０７７

大和田・古川橋・
上野口

門真第３地域包括支援センター
☎０７２(８００)０８２５

四宮・沖・北巣本
・五月田

門真第４地域包括支援センター
☎０７２(８８７)６５４０

脇田・砂子・二島
・東

門真第５地域包括支援センター
☎０７２(８８３)３３３４

高齢者虐待を防ぐために

相
談
・
問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
１
８
１

　新型コロナウイルス感染症の影響によ
る雇用情勢の悪化などにより、離職を余
儀なくされた門真市民などを雇入れた市
内の中小企業に、雇用１人あたり20万円
を交付します。雇用に積極的な事業者を
支援することで、市民の皆さんの就労を
後押しします。�
対象　２年４月７日以降に会社都合で解
雇などをされた門真市民を、
２年９月17日以降に新たに
雇入れた市内中小企業者�

　新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り生じた経営課題を解決するために、IT
機器などを導入し、新たな取り組みを行
う事業者に補助金を交付します。
対象　市内に事業所を有し、事業活動を
行っている小規模事業者�

※小規模事業者…商業・サービス業は従
業員数５人以下、製造業その他は従業
員数20人以下

対象事業　テレワークの導入、
ECサイトの構築など

事業者の皆さんへ【市独自】新型コロナ緊急経済対策
小規模事業者向け

「小規模事業者IT導入促進補助金」
（補助対象経費の３分の２、上限20万円）

中小企業者向け
「新型コロナ緊急正規雇用・就労促進奨励金」
（市民の新規雇用１人あたり20万円）

※先着順。予算が無くなり次第終了�
※申請方法やそのほかの条件など詳しくは市ホームページ参照�
申請・問合先　産業振興課　☎０６(６９０２)５９６６

保

険

税

金

年

金

福

祉

要
予
約
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